
２０２３年３月

高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制

裏面にて、（独）国民生活センターの「見守り新鮮情報」をお届けします。

◆ 通販サイトでの定期購入に注意！
ＳＮＳの動画配信サイトや検索サイト等で「初回無料」「お試し０円」という広告を見て、化粧

品やサプリメントなどを気軽に申し込んだが、「１回だけのつもりで申し込んだのに定期購入だっ

た」「２回目から高額になった」といったトラブルが後を絶ちません。

〈相談事例〉

・スマホのアプリに「お試し５００円」と美白ファンデーションの広告が表示

され、販売サイトにアクセスして注文した。数日後、頼んでいないのに同じ商

品が２個届いた。販売者にメールすると、「あなたの頼んだコースでは、お試し

商品を含め全部で４回総額２５，０００円払った後でないと解約できない」という返事が来た。

・動画広告を見て「初回５００円」という定期購入のダイエットサプリを申し込んだ。２回目か

らは、５，０００円と高くなるがいつでも解約できると書いてあり、すぐに解約すればいいと思

っていた。しかし、解約のための電話番号に何度かけてもつながらない。

〈トラブル防止のポイント〉

・定期購入の販売サイトでは、低価格であることが強調されている一方、契約条件や解約方法の

表示が小さかったり注意深く読まないと契約内容が認識しづらくなっています。

・通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。商品の注文前に、定期購入が条件となっ

ていないか、支払う総額はいくらか、解約・返品の方法と条件を確認しましょう。

・販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷する、スクリーンショットを撮るなどし、契約内

容を記録しておきましょう。

消費生活トラブルで困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

★右の QR コードから中野区ホームページにて、

２０２０年４月からの「情報特急便」をご覧いただけます。
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見守りを必要としている高齢者への注意喚起をお願いします。

消費生活センター 中野区中野４－８－１（区役所１階２４番窓口）
相談受付電話 ０３（３３８９）１１９１ FAX ０３（３３８９）１１９９
相談受付時間 月～金曜日 ９時３０分～１６時（土日・祝日・年末年始は休み）
ｅメールアドレス shohiseikatusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp




